
１．令和３年３月期（第９２期）の危機対応準備金及び特別準備金の額 
 

危機対応準備金  １，２９５億円 
特別準備金    ４，００８億円 

 
 
２．危機対応準備金及び特別準備金の額の見通し及びその根拠 
 
（１）危機対応準備金 

 当金庫の過去５年における当期純利益の水準は、平成２８年度３１３億
円、平成２９年度３６２億円、平成３０年度１４４億円、令和元年度１
３７億円、令和２年度８７億円と一定の黒字を確保しており、また、令
和３年３月末時点での利益剰余金は２，０１０億円となっている。こう
した状況を踏まえ、欠損のてん補を行うことは予定していない。 

 危機対応準備金については、令和２年３月の危機対応業務発動以来、多
数の事業者からの資金繰り相談に応じており、今後とも、円滑に危機対
応業務を実施するためにも、安定した財務基盤の維持を図る必要がある
ことから、返納は予定していない。 

 
令和４年３月期（第９３期）の見通し 

 １，２９５億円（前年同期比 変わらず） 
 
（２）特別準備金 

 当金庫の過去５年における当期純利益の水準は、平成２８年度３１３億
円、平成２９年度３６２億円、平成３０年度１４４億円、令和元年度１
３７億円、令和２年度８７億円と一定の黒字を確保しており、また、令
和３年３月末時点での利益剰余金は２，０１０億円となっている。こう
した状況を踏まえ、欠損のてん補を行うことは予定していない。 

 他方で、当金庫は、中小企業に対する金融の円滑化を図るために必要な
業務を行う金融機関であり、貸出金の大宗が中小企業向けである。この
ため、他の金融機関と比較して信用リスク・アセットが大きく、さらに
は、今後、平成３０年１０月に策定した中期経営計画に基づき、生産性
が低く、経営改善、事業再生や事業承継を必要としている中小企業やリ
スクの高い事業に乗り出そうとしているがうまく進められない中小企業
を中心に、顧客の課題解決に繋がるソリューションを提供する新たなビ
ジネスモデルの構築に取り組んでいくこととしている。 
このため、中小企業金融の円滑化という目的に係る状況や、現状の自

己資本比率や格付けの状況等を総合的に勘案すれば、引き続き自己資本
の充実と財務内容の健全性の向上に取り組んでいく必要があり、当面は
国庫納付を行うことは予定していない。 

 
令和４年３月期（第９３期）の見通し 

 ４，００８億円（前年同期比 変わらず） 




